
公益財団法人川口総合文化センター文化活動助成金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 文化活動助成金（以下「助成金」という。）の交付については、公益財団 

   法人川口総合文化センター文化活動助成金交付要綱に定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この要綱は、市内の団体（企業を除く）または個人が実施する文化活動に 

   対して必要な助成を行いもって文化活動を促進し、地域文化の振興を図るこ 

   とを目的とする。 

 

（助成の対象） 

第３条 理事長は、次の各号の一に該当する者に対し、予算の範囲内で文化活動費 

   の一部を助成することができる。 

（１） 川口総合文化センターのメインホール、音楽ホール、イベントホール、催し 

  広場を使用した文化活動であること。 

 ２  前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は助成の対象 

   としない。 

 （１）営利を目的とするもの 

 （２）特定の宗教及び政治団体による活動を目的とするもの 

 （３）特定の教室、流派等が行う発表会や展示会 

 （４）本市あるいは他の公共団体等からの助成を受けているもの 

 （５）企業・各種団体による募集活動及び宣伝活動 

 

（助成金の限度額） 

第４条 助成金の限度額は、川口総合文化センター利用料（楽屋、控室、附属設備 

   利用料を除く）の３分の１以内とする。 

 

（交付申請） 

第５条 助成金の交付申請をしようとする者は、理事長の定める期日までに次の書 

   類を提出しなければならない。 

 （１）文化活動助成金交付申請書（様式第１号） 

 （２）申請者概要書（様式第２号） 

 （３）収支予算書（様式第６号）※但し、入場料を徴収する場合 

 （４）その他理事長が必要と認める書類 

 



 ２  助成金の交付申請は、同一の団体または個人に対し、当該年度内において 

   １回を限度とする。 

 

（助成の決定及び通知） 

第６条 理事長は、助成金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査 

   委員会において審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに 

   交付の決定をするものとする。 

 ２  理事長は、助成金の交付を決定したときは、申請者（以下「助成対象者」 

   という。）に対し、文化活動助成金交付決定通知書（様式第３号）により通 

   知するものとする。 

 

（実績報告） 

第７条 助成対象者は、当該助成事業完了後、速やかに文化活動助成金事業報告書兼 

請求書（様式第４号）を理事長に提出しなければならない。 

 ２  入場料を徴収した場合は、収支決算書（様式第７号）を提出しなければなら 

ない。 

 

（助成金の確定及び交付） 

第８条 理事長は、前条の規定により実績報告を受けた場合においては、当該報告 

   書等の内容を審査し、交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付す 

   べき助成金の額を確定し、文化活動助成金確定通知書（様式第５号）により 

   助成対象者に対し通知し、交付するものとする。 

 

（事業の変更・中止） 

第９条 助成金の交付決定通知書を受けた申請者は、事業を変更または中止すると 

   きは、速やかに書面にて理事長に報告しなければならない。 

 

（助成金の取消） 

第10条 理事長は、助成対象者が次のいずれかに該当するときは、助成金の交付決 

   定を取消し、または既に交付した助成金の返還を命ずることができるものと 

   する。 

 （１）交付決定事業を中止したとき 

 （２）助成金の申請に関し虚偽または不正の事実があるとき 

 （３）助成金交付の条件に違反したとき 

 

（委任） 

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、理事長が別に定める。 



 

附則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。 

 

附則 

この要綱は、平成２２年９月１日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、令和４年１月３１日から施行する。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この要綱は令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 川口総合文化センターの大規模改修に伴う休館期間中、第３条第１項第１号中「川口総合 

 文化センターのメインホール、音楽ホール、展示ホール、催し広場」を「川口総合文化セン 

 ターの代替となる会場」と読み替えるものとする。 

３ 川口総合文化センターの大規模改修に伴う休館期間中、第４条中の助成金限度額を「休館 

 前過去３年間における当該申請者の助成金交付実績額（１回分）」とし、申請者はこの範囲内 

 において川口総合文化センターの代替となる会場の利用料（楽屋、控室、附属設備利用料を 

 除く）の３分の１以内の額を助成申請できるものとする。 

 

附則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


